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   令和７年４月１日（第299号） 

 県社協ニュース 
発 行 

社会福祉 

法  人 
熊本県社会福祉協議会 

熊本市中央区南千反畑町3-7／TEL(096)324-5454  

https://www.fukushi-kumamoto.or.jp/ 

≪第六次熊本県社協総合計画≫始動  ～第４回理事会、第３回評議員会～ 

 ３月10日(月)に第４回理事会、３月28日(金)に第３回評

議員会を開催し、令和６年度収支補正予算、令和７年度事

業計画及び収支予算、第五次熊本県社協総合計画最終評価

報告及び第六次熊本県社協総合計画等が審議され、承認さ

れました。また、理事会では、諸規程の一部改正等の審議、

会長及び常務理事の職務執行状況の報告も行いました。 

 令和７年度は、外部委員による計画策定委員会や内部で

の作業を重ね策定を進めてきた「第六次熊本県社協総合計

画」に基づく事業を推進する初年度となります。 

 今回の第六次熊本県社協総合計画では、新たに掲げた「基本理念」、喫緊の課題である「四つの

柱」と「基礎(土台)」からなる「基本方針」、令和11年度までの５年間で取り組む主要項目となる

17の「推進項目」を定め、さらに「推進項目」ごとに事業を一覧にまとめ、詳細は毎年度の事業計

画に反映することで、各事業を推進します。 

【基本理念】 つながり、支え合い、ともにつくる「地域共生社会くまもと」 

【四つの柱】 ●第１ 地域福祉活動を推進するための基盤づくり 

       ●第２ 安全・安心のための包括的な相談支援体制の強化 

       ●第３ 良質な福祉サービス提供のための基盤整備 

       ●第４ 災害に強い地域づくりの推進 

【基礎(土台)】●第５ 県社協の経営基盤の強化 

県・県社協・アイシン九州による災害VC運営支援等に関する協定を締結！ 

 ２月28日(金)に熊本県庁において、県、本会及びアイシン九州株式会社の三者による「災害ボ

ランティアセンターの運営支援等に関する協定」を締結しました。 

本協定は、災害時における災害ボランティアセンターの

運営が効率的、効果的に行われ、生活再建に向けた被災者

支援が円滑に実施されることを目的としています。 

 アイシン九州株式会社では、令和４年度から本会と連携

して、社内での災害ボランティアコーディネーターの養成

に努められており、大規模な災害が発生した場合には、災

害ボランティアセンターの運営支援のため職員を派遣い

ただくように、今後も連携強化に取り組みます。 

寄附のお礼 

11月26日にHIGOパイロットクラブ様、２月14日に株式会社テレビ熊本

様、２月27日に熊本県庁友会様、３月31日に東京エレクトロン九州株式会

社様から寄附金をいただきました。 

ご寄附いただきました浄財は、民間福祉団体やボランティア活動の支

援、社会福祉事業の振興などに有効に活用させていただきます。 

【第４回理事会】 

【左:㈱テレビ熊本 河津代表取締役社長 右:米田事務局長】 

【右からアイシン九州㈱ 遠藤代表取締役社長、

木村県知事、良永会長】
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人材育成や定着、組織強化を支援 ～令和7年度社会福祉従事者研修事業～ 

令和７年度の社会福祉従事者研修事業では、受講者のニーズに基づく研修プログラムの企画開

発と充実・強化を図ることを目的に、受講者アンケートによる研修ニーズの把握・分析を行い、

計32本の研修会を計画しました。研修会は、生涯研修課程４コースを計９回、課題別研修を計23

回実施します。 

令和７年度は新規研修として、「外国人介護人材受入れ支援研修会」を予定しています。本研

修は、これから外国人介護人材の受入れを検討している事業所を対象としています。受入れに至

るまでの具体的なスケジュールを学ぶとともに、実際に受入れを行っている事業所の実践報告の

場を設けることで、外国人介護人材とのより良い協働の推進を図ることを目的としています。 

この他にも、「人材育成」「資質向上」「離職防止」「組織強化」につながる研修会を多数ご用意

しております。是非、熊本県社協ホームページをご覧ください。 

福祉人材・研修センターとして、今後もさらなる改善を図り、質の高い研修事業を実施するこ

とで、社会福祉従事者のスキルアップと質の高いサービス提供を支援していきます。 

事務局職員人事異動のお知らせ（令和７年４月１日付け） 

 令和７年４月１日付けで人事異動を行いましたので、お知らせします。 

氏 名 異動後の所属及び職名 異動前の所属及び職名 

藤 本 武 司 
事務局長 

兼 運営適正化委員会 事務局長 

総務部 部長 

兼 総務企画課 課長 

川 口 和 博 

事務局次長 

兼 地域福祉部 部長 

兼 地域福祉課 課長 

兼 ボランティアセンター 所長 

地域福祉部 部長 

兼 地域福祉課 課長 

兼 ボランティアセンター 所長 

西 嶋 り え 
総務部 部長 

兼 総務企画課 課長 
総務部 福祉資金課 課長 

藤 森 太 樹 総務部 福祉資金課 課長 総務部 総務企画課 課長補佐 

米 田   進 
地域福祉部 

地域福祉課 専門員 兼 課長補佐 

事務局長 

兼 運営適正化員会 事務局長 

池 尻 憲 二 総務部 総務企画課 課長補佐 地域福祉部 ボランティアセンター 主任 

岩永 理恵子 総務部 福祉資金課 主任 総務部 福祉資金課 主事 

貴島 晋太郎 地域福祉部 ボランティアセンター 主事 地域福祉部 地域福祉課 主事 

岡 本 一 祥 地域福祉部 地域福祉課 主事 総務部 福祉資金課 主事 

佐々木  円 地域福祉部 地域福祉課 主事 
地域福祉部 地域福祉課 主事 

兼 地域福祉権利擁護センター 主事 

浦中 咲鈴菜 総務部 福祉資金課 主事 新規採用 

植 木 恵 美 
地域福祉部 地域福祉権利擁護センター 主事 

兼 運営適正化委員会 相談員 
新規採用 

賴 本 恭 佳 福祉基盤部 福祉人材・研修センター 主事 新規採用 

村 山 美 晴 総務部 福祉資金課 主事補 福祉基盤部 施設団体支援課 主事補 

福 田 輝 美 福祉基盤部 施設団体支援課 主事補 福祉基盤部 福祉人材・研修センター 主事補 

中 原 和 代 福祉基盤部 施設団体支援課 主事補 総務部 福祉資金課 主事補 
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各課トピックス   ＊お問合せは、県社協各課まで 

 

総 務 企 画 課 福 祉 資 金 課 

TEL 096-324-5454 ／ FAX 096-355-5440 TEL 096-223-6762／ FAX 096-324-5456 

◆特別賛助会員入会のご案内◆ 

 本会の目的である本県の地域福祉の推進のため 

には、県民の皆様をはじめ、企業、団体の皆様の主

体的なご協力が必要です。多くの皆様のご賛同をい

ただき、目的達成のために特別賛助会員として入会

いただきますようお願いいたします。 

※詳細は、当課へお問い合せいただくか本会ホーム 

ページをご確認ください。 

◆市町村社協生活福祉資金貸付事業 

       担当職員等事務説明会のご案内◆ 

日 時 令和７年５月１日(木)13:30～16:30 

会 場 県総合福祉センター５階「研修ホール」 

対 象 生活福祉資金担当職員及び相談員 

内 容 生活福祉資金制度の概要、業務運営の手

引き、各資金の概要及び取扱いについて 

※詳細は、当課へお問い合せください。  

地 域 福 祉 課 地 域 福 祉 権 利 擁 護 セ ン タ ー 

TEL 096-324-5470／ FAX 096-355-5440 TEL 096-324-5474 ／ FAX 096-355-5440 

◆車椅子を寄贈いただきました◆ 

一般財団法人えがお健幸財団様から、市町村社協

へ10台の車椅子を寄贈いただきました。 

同財団からは、平成27年度から本年度までで合計

80台の車椅子が寄贈されています。 

〔本年度寄贈先〕 

 熊本市、八代市、天草市、山鹿市、菊池市、 

 上天草市、合志市、玉東町、大津町、高森町 

◆市町村社協個別訪問実施のお知らせ◆ 

地域福祉権利擁護事業の実施状況を把握すると

ともに、今後の課題等を共有･検討するため、各市町

村社協への個別訪問を実施します。 

今年度は、昨年度訪問していない社協･支所への

訪問を予定しています。訪問先の社協と日程調整を

行い、順次実施していきますので、ご協力をお願い

します。 

 福 祉 人 材 ・ 研 修 セ ン タ ー 施 設 団 体 支 援 課 

TEL 096-322-8077 ／ FAX 096-324-5464 TEL 096-324-5462／ FAX 096-355-5440 

◆福祉の職場体験事業のお知らせ◆ 

福祉の仕事に関心のある小学生以上の方等を対

象に、福祉施設での実際の業務や職場の雰囲気など

を体験し、福祉の仕事についての理解を深めること

で、福祉分野への参入を促進することを目的に実施

します。 

実施期間 ４月１日～２月27日(申込期限２月６日) 

※詳細は、本会ホームページをご確認ください。 

◆生計困難者レスキュー事業のご案内◆ 

 本事業は、事業実施法人に指定された県経営協会

員法人が社会福祉法人の社会貢献活動として、社協

や行政機関と連携し、生計困難者が公的な制度やサ

ービスなどを受けられるまでの間、必要に応じて生

活必需品の給付、一時的な住まいや食事の提供等の

経済的援助を行うものです。 

※詳細は、施設団体支援課へお問い合わせください。 

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー ご 案 内 

TEL 096-324-5436 ／ FAX 096-324-5427 ◆ソウェルクラブ新規会員募集のご案内◆ 

ソウェルクラブ(福利厚生センター)では、社会福

祉事業に従事する方々の福利厚生の充実を図るた

め、宿泊施設やスポーツクラブなど全国約75,000か

所の各種施設が、優待料金で利用できる「クラブオ

フ」を初めとした幅広いサービスを提供しています。 

新規の入会や資料請求などは福祉人材・研修セン

ターまでお問い合せください。 

また、本年度の県内会員交流事業については、本

会ホームページでご覧ください。 

◆助成金情報のご案内◆ 

本会ホームページでは、企業や

公益財団等によるボランティアや

地域福祉活動等に対する助成金、

補助金等の最新情報を随時掲載し

ています。 

検索方法は、本会トップページ

の『助成金を利用したい』から確

認が可能です。 


